
蔵王町公告第 22号 

入札公告 

蔵王中学校スクールバス運行管理業務委託について、条件付一般競争入札を執行するので、

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167条の６及び蔵王

町財務規則（平成７年規則第７号。以下「財務規則」という。）第 91 条の規定により次のと

おり公告する。 

 

令和８年６月 15日 

蔵王町長 村 上 英 人 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業務名 

蔵王中学校スクールバス運行管理業務委託 

（２）業務の内容 

仕様書による。（自家用自動車の運転、車両の保守管理、清掃、日常点検等） 

（３）履行期間（運行期間） 

令和９年４月１日から令和 14年３月 31日まで（60ヶ月間） 

（４）履行場所 

蔵王町大字円田字西浦上 30番地外（蔵王町立蔵王中学校ほか運行ルート） 

（５）入札方法 

条件付一般競争入札（総価入札） 

※本件は、５年間の委託業務総額（消費税抜き）をもって応札すること。 

（積算にあたっては、試走期間の経費等、仕様書に定める一切の費用を含めること） 

 

２ 入札参加者の資格 

次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１）令和７・８年度蔵王町競争入札参加登録業者（役務・サービス等）であること。 

（２）宮城県内に本社（本店）又は支店（営業所）を有すること。 

（３）自家用自動車の運行および管理を業として行っている者であること。なお、一般乗合

旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業の許可を有していることが望ま

しい。 

（４）過去５年間に地方公共団体等から、自家用自動車（スクールバス、庁用車、役場送迎バ

ス等）の運行管理業務を受託した実績があること。 

（５）運行管理責任者及び必要な人数の運転従事者を確実に配置できる体制を有すること。 

（６）施行令第 167条の４第１項各号に規定する者に該当しないこと。 

（７）蔵王町から現に指名停止等に係る入札参加資格制限を受けていない者であること。 

（８）蔵王町暴力団等排除措置要綱（平成 20 年蔵王町要綱第 24 号）別表の措置要件のいず



れかに該当しないこと。 

 

３ 入札参加手続等 

（１）担当課及び問合せ先 

蔵王町教育委員会 教育総務課 統合中学校準備室 

住所：989-0821 蔵王町大字円田字西浦 5番地 蔵王町ふるさと文化会館内 

電話番号（FAX）：0224-33-3008（0224-33-2019） 

（２）仕様書等の閲覧・配布 

担当課窓口での配布のほか、蔵王町ホームページからダウンロードできる。 

（３）仕様書の閲覧等 

当該業務に係る仕様書については、蔵王町ふるさと文化会館内での閲覧のほか、蔵王町

ホームページからもダウンロードできる。 

（４）質問及び回答 

質問がある場合は、指定の質問書により受付期間内に担当課へ送信すること。回答は項

目５の表に示す回答日に蔵王町ホームページ内に公開する。 

 

４ 入札参加申請書類 

入札希望者は次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の審査及び承認を受けなければなら

ない。 

（１）提出書類 

①入札参加資格承認申請書 

②業務受託実績が確認できる契約書の写し等 

③（保有している場合）運送事業許可証の写し 

（２）提出方法、期限及び場所 

提出方法：担当課へ直接持参すること。 

  期限及び場所：項目５の表に示すとおり。 

 

５ 入札日程 

手続等 期間・期日・期限 場所等 

仕様書等の閲覧 令和８年６月 15日（月）から 

７月 16日（木）まで 

蔵王町ホームページ又は 

蔵王町教育委員会教育総務課 

質問受付 令和８年６月 15日（月）から 

６月 26日（金）まで 

教育総務課にＦＡＸ 

入札参加資格審査受付 令和８年６月 15日（月）から 

６月 26日（金）まで 

蔵王町大字円田字西浦５番地 

蔵王町教育委員会教育総務課 

入札参加審査結果の通知 令和８年７月 ２日（木）発送  

質問の回答 令和８年７月 １日（水） 蔵王町ホームページ内にて公開 

入札 令和８年７月 16日（木） 

午前 10時から 

蔵王町大字円田字西浦北 10番地 

蔵王町役場３階 大会議室 

 



※申請書類の受付は、土・日・祝日及び 12時から 13時を除く、毎日９時から 17時までと

する。 

※仕様書の閲覧は、蔵王町ふるさと文化会館の開館時間内は可能。 

 

６ 入札方法等 

（１）入札の日時および場所は、項目５に示すとおりとする。 

（２）入札参加者は、入札参加資格審査結果通知書の写しを持参すること。 

（３）代理人をもって入札する場合は、必ず委任状（任意書式）を提出すること。 

（４）入札回数は２回を限度とする。予定価格の範囲内の入札がない場合は、最低価格入札

者と随意契約の協議を行う場合がある。 

（５）入札書は、任意書式とする。 

（６）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100分の 10に相当する金額を加算

した金額（１円未満端数切り捨て）をもって落札価格とする。入札者は、見積もった契

約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金：免除する。 

（２）契約保証金：契約金額の 100分の 10以上とする。ただし、財務規則第 106条各号のい

ずれかに該当する場合は、これを免除することができる。 

 

８ 入札の無効等 

（１）正当な理由なく所定の時刻までに入札会場に入らなかった者は、失格とする。 

（２）この公告に示した入札参加資格の無い者又は虚偽の申請を行った者のした入札及び財

務規則第 95条に該当した入札は、無効とする。 

（３）委任状を持参しない代理人のした入札は、無効とする。 

 

９ 最低制限価格 

設定なし。 

 

10 落札者の決定の方法 

財務規則第 96条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で、最低の価格（５年間

の委託業務総額）をもって入札した者を落札者とする。 

 

11 契約の締結 

（１）落札者は、落札決定の日から７日以内に本契約を締結しなければならない。 

（２）落札者の決定後、契約締結までの間において、落札者が項目２に掲げる要件を満たさ

なくなった場合には、契約を締結しないことがある。 

（３）本契約は、令和９年度予算（債務負担行為に係るものを含む）の成立を条件とする。 


